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キーワード：農業経営基盤強化促進法  
 
 日本の農業は、農業者の高齢化や減少が深刻化していく中、生産性の向上を図るため

には、分散錯圃している農地を解消して農地の集約化等を進めるとともに、担い手の

育成・確保を図る必要がある。このため、令和４年度に改正された農業経営基盤強化促

進法では、市町村は、地域で農業や農地利用について話合いを実施し、将来の農業の在

り方や農地の利用を明確化する目標地図を含む「地域計画」を策定・公告することが位

置づけられた。本講演では、地域計画の策定状況や関連施策等について発表する。  

 

１ 地域計画について  
 平成 24 年度より、市町村において人と農地の問題を解決するための未来の設計図

として「人・農地プラン」が作成、公表されてきたが、令和４年度に改正された農

業経営基盤強化促進法（令和５年４月１日施行。以下「基盤法」という）では、こ

の「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化された。 

 市町村は基盤法に基

づき、農業者、農業委員

会、農地中間管理機構、

農業協同組合、土地改良

区等による協議の場を

設け、この協議の結果を

踏まえ、地域の将来の農

業の在り方、将来の農地

の効率的かつ総合的な

利用に関する目標を定

めた地域計画を図１の

フローに基づき策定し、

実現に向けて PDCA サイ

クルを通じた検証を行い、随時ブラッシュアップをしていくこととなる。 

図１ 地域計画策定のフロー  
Fig１ Flow of Regional Planning Formulation 

（出典：地域計画策定マニュアル （令和７年４月））  
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２ 地域計画に基づいた取組  
 市町村は令和７年３月末までに地域計画を策定し、今後の農地の集積・集約につ

いてはこの地域計画に基づき農地中間管理機構が実施することとなっている。  
また、新規就農者の育成・確保に向けた総合的な支援、法人参入の促進、所有者

不明農地の解消等の取組に当たっては、地域計画をベースに推進していくこととさ

れている。 

 

３ 地域計画の策定状況  
 地域計画の策定状況

については、表２のとお

り、令和７年３月末時点

（速報値）で 1,613 市町

村において 18,633 地区

で策定されている。３月

末までに地域計画の策

定が進むのか危惧され

ていたが、現場関係者の

ご尽力により、多くの市

町村において地域計画

が策定された。 

 地域計画の中には、地

区内に農地の受け手が

いない計画や、地区とし

て将来の具体的なビジ

ョンが描けない計画も

ある。写真３にあるよう

に、地域計画の協議の場

へベテラン農業者だけ

でなく若手農業者にも

参画してもらうなど、多

様な関係者が参画する

ことでより実効性のある

計画となる。  

 

４ 地域計画の今後について  
 地域計画は策定して終わりではなく、市町村においては、継続的なブラッシュア

ップと実現の取組が必要であり、国のリーダーシップの下、地域計画の分析・検証

を行い、必要に応じて制度や事業等も見直される。このため、地域計画は今後の農

政において重要な役割を担うと考えられる。 

表２ 地域計画の策定状況（令和７年３月末時点）（速報値） 

Table２ Status of Regional Planning Formulation 

（出典：農林水産省 HP） 

 

 

 

 

 

 
写真３ 地域計画策定の様子 

Fig３ The process of formulating a Regional Plan  

（出典：地域計画の取組に多様な者が参画した事例（令和７年３月）） 
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